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旅行業者に対する行政処分について 

 
 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）に基づき、下記のとおり旅行業者に対す

る行政処分を行いました。 

 

１ 処分対象となる旅行業者 

 

 

 

 

 

２ 処分の原因となる事実 

 令和６年９月１日から令和６年１０月１日の間に実施した、貸切バスを利用した

計１３回のツアーにおいて、貸切バス事業者が届け出ている運賃・料金の下限を下

回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第９条の２第１項に違反するサービス

の提供を旅行者が受けることをあっせんした（旅行業法第１３条第３項第２号違反）。 

 

３ 処分の根拠となる法令 

 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第１９条第１項 

 

４ 処分日及び処分内容 

 処 分 日：令和７年１２月２５日（木）  

 内 容：旅行業務の停止 

      （既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く） 

 停止期間：令和７年１２月２７日（土）から令和８年１月４日（日）までの９日間 

  令和７年１２月２５日 
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